
 

令和５年度事業計画 

（令和 5年 6月 1日～令和 6年 5月 31日）  

 

１ 事業計画 

 

はじめに 

昨年度末には、新型コロナウィルス感染症の行動制限等の緩和により、会員開催の各種イベント

がほぼ通常通り開催され、更に「２類相当」から季節性インフルエンザなどと同じ「５類」に移行

されたことから、今年度は、アフターコロナの時代として県民生活が、コロナ前に戻ることが期待

される。一方、「ウッドショック」によって明らかとなった、木材需要の急激な変化にも柔軟に対

応できる供給体制の整備といった森林整備の安定的な推進に関する新たな課題については、解決に

向けた迅速かつ早期の対応が期待される。 

当協会としては、こういった状況を踏まえ、岐阜県の豊かな森林の生み出す多様な恵みを、100

年先の県民も享受できるよう協会の目的である森林の公益的機能の維持増進と水環境の保全に関す

る取り組みを、関係団体や地域の支援組織である各支部等との連携のもと、以下の大きく３項目を

中心に積極的に進めるものとする。 

 

① 森林の公益的機能及び水辺環境等自然環境保全の重要性のＰＲ強化等 

  ○県等との共催イベントの充実 

  ○広報誌「森林のたより」の内容の充実 

  ○ホームページの充実 

◯森林の公益的機能を維持増進させる里山林整備の推進 

② 国・県に対する山地災害防止、森林の整備・保全、水辺環境の保全、野生鳥獣対策等の提案

・要望活動の強化 

③ 会員への情報提供の充実 

◯「山林協会通信」等の充実 

 

１ 森林の整備・保全を促進する事業（会計区分：公益目的事業） 

    森林の公益的機能の維持増進への寄与を目的に、清流を守り、山地災害を防止し、二酸化炭素

の重要な吸収源でもあり、木材を生産する森林の重要性を県民に広くＰＲするとともに、県民が

行う森林整備や保全活動を支援していく。 

また、森林の整備・保全や水辺環境の保全に必要な制度について国、県への提案を積極的に行

っていく。 

 

（１）森林・林業・自然環境に関する啓発活動等の実施 

   ア 森林・林業・自然環境の啓発イベントの開催及び開催支援 

・ぎふ木育 WEEK2023 

   イ 広報誌「森林のたより」の発刊・配付 

       森林や自然環境、林業や木材産業等の情報を一般県民等に提供するため、広報誌を毎月発

行し、配付（４，５００部／月） 

  ウ 環境キャンペーン協賛事業 



 

    山火事防止、緑化推進等環境関係新聞キャンペーン等への協賛 

エ ホームページ運営事業 

    山林協会のＨＰを活用した、森林の整備・保全や水辺環境の保全の重要性のＰＲ 

オ 森林保全ＰＲ事業 

・山地災害防止標語・写真コンクール参加広報 

・治山・林道写真コンクール開催支援 

・各種イベントにおける森林・林業施策等ＰＲパンフレット等の配布 

カ 里山林整備の支援 

NPO 等が行う里山林整備等を支援するため、国の森林・山村多面的機能発揮対策交付金の

活用を推進 

 

（２）森林・林業施策に関する提案活動 

森林・林業・木材産業等に関する事業の適切な展開、山地災害防止、水辺環境の保全や鳥獣

の適正な保護管理が図られるよう、国、県、国会議員、県議会議員に対する提案活動を実施 

     ○提案の視点 

       ・ 山地災害防止、水源地域の保全等森林の公益的機能の維持増進に関する提言 

    ・ 林業・木材産業等の振興・再生に関する提言 

       ・ 社会の後継者である青少年に対する森林環境教育に関する提言   

 

（３）治山林道工事等コンクールの実施 

森林を守り・活かす基盤となる治山・林道・森林整備事業等に対する県民の理解を深めると

ともに、治山・林道・森林整備に関する技術力向上のため、治山林道工事等コンクールの実施

及び治山林道の研究成果発表会などを支援 

・治山林道工事等コンクール表彰部門 

治山工事、林道維持、林道工事、治山木材使用工事、林道木材使用工事 

・林業経営コンクール支援 

・ 岐阜県治山林道技術成果発表会開催支援 

 

（４）都市住民に森林・林業等への理解を深めるための活動支援 

   会員等が行う都市住民を対象とした森林に関する啓発イベント等の開催を支援 

 

（５）青少年の森林環境教育の促進 

青少年を対象とした森林・林業等に関する教育事業の開催を支援  

・緑の少年団活動の支援 

・木工教室 

・愛鳥週間ポスター 

 

２ 森林の整備・保全を促進する事業の推進のための育成・連携・協働事業 

（会計区分：その他事業） 

    会員及び森林関係団体等の森林の公益的機能の維持増進のための活動等を一層充実させるため、

会員の資質向上を目的とした研修会等の開催、業務参考図書の配付、情報の提供等を行う。 

 



 

（１）全国及び他県との連携・協働 

   ア 治山林道関係全国大会 

    イ 森林・林業振興関係全国大会 

    ウ 中部地区治山林道連絡協議会 等 

 

（２）会員及び県内森林・林業関係団体の育成等 

会員所属員及び森林・林業従事者の資質の向上のため、研修会、講習会の開催及び団体活動

を支援 

  ア 治山林道技術研修会等 

  イ 林業グループ成果発表会・交流会                    

  ウ 女性林業グループ交流・研修会 

エ 各地区の山林協会支部活動の支援 等 

 

（３）森林・林業関係団体の行う諸行事、諸会議への参加 

 

（４）業務参考図書の購入配付 

     会員所属員の資質の向上及び林業振興事業の円滑な展開のため、参考図書を購入し、配付 

 

 (５）林道災害対策 

   一般県民の利用も多い林道について、円滑な管理を促進するため、林道賠償責任保険を取り

まとめ、契約を代行 

 

（６）治山・林道完成標示板等の斡旋事業 

治山林道施設の適正管理を支援するため、治山事業堤名板、林道事業標示板等を斡旋・仲    

介 

 

３ 管理事業 

    協会の維持・運営のための事業 

  

 

 


